
 

 

 

 町内小中学校の臨時休校について 

添付資料 有 無     

 報道機関各位  

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、町内小中学校を臨時休校とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

対象 

町内全小中学校 

臨時休校期間 

令和 2 年３月４日（水）から春休み開始日まで 

※実質的には、春休み期間を含めた令和 2 年３月４日（水）から令和 2 年４月３日（金）

までが休校となります。 

その他 

・各学校では、臨時登校日を予定しています。 

・卒業式は実施を予定しています。 

箕輪町教育委員会 学校教育課 プレスリリース  

令和２年２月 28日 発信 
箕輪町 

学校教育課 教育総務係 
(課長) 深澤 一男 (担当) 井上 典彦 
電 話：0265-70-6603 （内線）101 
ＦＡＸ：0265-79-6368 
Ｅ‐mail：kyouiku@town.minowa.lg.jp 


